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◎群馬県告示第１４３号 

群馬県食品安全基本条例（平成１６年群馬県条例第７号）第１９条の規定により、令和７年度における同条例の

運用状況を次のとおり公表する。 

令和８年５月２２日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ リスクコミュニケーション（意見交換会）の実施状況 

 (1) 件数 ２５件 

 (2) 参加者数 ２,７０８人 

２ 施策の申出件数及びその処理の分類別件数 

 (1) 申出件数 なし 

 (2) 処理の分類別件数 なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１４４号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和８年５月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所 桐生市川内町五丁目大崩４３２８、４３２９の２、清水３４６３、菖蒲３６８７、

３６８８、甲３６８９、３６９１、３６９２、３６９４、皿久保１０６５ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め 

る標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び桐生市役所に備え置いて縦

覧に供する。 

 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定により、令和８年５月１４日国土交通省関東地

方整備局長が都市計画事業を認可した旨の告示（令和８年関東地方整備局告示第１７５号）があったので、同法第

６６条の規定により、次のとおり公告する。 

■ 公  告 

■ 告  示 
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  令和８年５月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画事業の種類及び名称 高崎都市計画道路事業 ３・４・１８号 高崎前橋線 

２ 施行者の名称 群馬県 

３ 事務所の所在地 前橋市大手町一丁目１番１号 

４ 事業地の所在 

 (1) 収用の部分 高崎市江木町字高崎沖、字高田及び字諏訪西並びに芝塚町地内 

 (2) 使用の部分 高崎市江木町字諏訪西地内 

５ 事業施行期間 令和８年５月１４日から令和１７年３月３１日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和８年５月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡明和町梅原１７６－６ 邑楽郡明和町梅原１７６番地１ 
新井龍太郎 
太田市市場町６８７番地４ メゾンサンマリノ 
Ｂ－１０１号 
新井寧々 

 
 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和８年５月２２日 

群馬県警察本部長 丸 山   潤   

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 職員仮眠用寝具の借り上げ（複数単価契約）  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和８年３月２４日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社小山商会北関東営業所 埼玉県上尾市二ツ宮１０９６－１ 

５ 落札金額 
 

品 目 単 位 単 価 

掛布団    枚    １４円／日 

敷布団    枚     １４円／日 

マットレス    枚     １３円／日 

枕    個     １０円／日 

■ 落  札 
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羽毛肌掛け    枚     １５円／日 

掛布団カバー    枚   １００円／枚 

羽毛肌掛けカバー    枚   １００円／枚 

シーツ    枚     ９０円／枚 

枕カバー    枚     ３５円／枚 
 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和８年２月３日 

８ 契約方法 複数単価契約 

 

 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和８年５月２２日 

群馬県警察本部長 丸 山   潤 

１ 随意契約に係る物品の名称及び数量 ＩＣ運転免許証作成用消耗品の購入（単価契約） ＩＣカード基体（優

良）２７０箱、ＩＣカード基体（一般）１１０箱、ＩＣカード基体（新規）４０箱、経歴証明書用カード基体２

０箱、インクリボンセット（４種）１８０箱、裏面印字用リボン６箱 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和８年４月１日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 株式会社ＤＮＰアイディーシステム 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１

番１号 

５ 随意契約に係る契約金額 ＩＣカード基体（優良）１箱３４７，４００円、ＩＣカード基体（一般）１箱３４

７，４００円、ＩＣカード基体（新規）１箱３４７，４００円、経歴証明書用カード基体１箱１２９，６００円、

インクリボンセット（４種）１箱１３６，０００円、裏面印字用リボン１箱１６，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当 

８ 契約方法 単価契約 

  

 

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 
 


